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第３章　施策展開にあたって特に留意すべき事項

　　

　農業・農村地域では、農家の高齢化や人口減少が進行していることから、持続可能な農業を
実現するためには、将来を担う農業者が効率的に営農を行える農地の集積・集約化や水管理の
省力化などの基盤整備が必要です。
　また、農地のフル活用に向けては、高収益作物の導入や新規就農者、企業参入などを視野に
入れた農地のゾーニングなど、将来を見据えた農地再編の検討が必要です。
　このため、農業農村整備事業の実施にあたっては、原則、人・農地プランや農地中間管理事
業と密接に連携し、地域の作付け状況や担い手の状況などを総合的に検討した上で、地域に構
想を提案し、継続して農業が営まれる基盤整備を推進します。

■農地再編構想の策定　～営農構想と基盤整備構想の両輪で推進～
　まずは、しっかりと地域農業の将来を見据えた「営農構想」を創り上げることが重要である
とともに、その実現に向けた基盤整備を実施します。
　また、整備エリアにおいて区画のゾーニング図「団地構想」を策定するとともに、新規参入
者向けの農地の確保と併せて、ゾーニングに応じた基盤整備を進めていきます。

1 農地の集積・集約化に向けた基盤整備の進め方

「地元要望型」の基盤整備から「提案型」の基盤整備への転換

地域の実状に応じたソフトとハードが連携した生産基盤整備を提案

営農構想

誰が

●地域が目指す将来ビジョン策定

●計画的な土地利用構想（園芸団地）策定

●農地の集積・集約化構想策定

●畑地帯の再整備構想策定

●人・農地プランとの連携

　担い手（中心経営体）の選定

●新規参入者・就農学校卒業生

●集落営農法人等

なにを、どのように

●生産・加工・販売の検討

　・野菜・花きなどの導入

　・ブロックローテーション

　・園芸団地の構想計画

どうやって

●営農計画と連携したハード整備

　・農地中間管理機構との連携

●最適な基盤整備の選定・提案

●地元負担金の合意

基盤整備構想

地域の合意形成を図る

地域が目指す将来の『農地再編整備構想』の策定

【将来を見越した営農計画】 【地域の実状に応じた提案】

基礎調査
水田の再整備
●ゾーニングに応じた区画整理

●営農作物に対応した排水対策

●水管理省力化などの低コスト化

畑の再整備
●耕作放棄地の解消

●新たな担い手の確保　

●畑地かんがいによる高収益生産体制の確立

地域内で分散・錯綜した農地利用
（農地1区画　30a）

担い手ごとに集約化した農地利用
（農地1区画　概ね1ha程度）【集積率の向上】

区間のゾーニング

・人・農地プランの策定
・農地中間管理事業の活用
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（1）本県の自然状況
　大分県は九州本土最高峰の久住連山中岳(1,791m)を含む九州山地を有し、海岸線も遠浅の周
防灘、リアス式海岸の豊後水道域など多様な地形を有しており、変化に富んだ自然に恵まれて
います。一方、農村の環境は、農業の生産と農村の生活が営まれることにより形成・保全され
てきた二次的（人工）自然を基調としています。こうした地域の生物多様性や生態系の保全を
図っていくことは、県全体として良好な環境を維持・形成するものとなります。

（2）土地改良法による整備要件
　農業農村整備の施工に当たっては、「環境との調和に配慮すること」が土地改良法に定められ
ています。このため、環境保全効果を最大限に高めることができる工法を積極的に導入すると
ともに、経済性にも十分考慮し、進めていく必要があります。

（3）田園環境整備マスタープラン
　各市町村ごとに中長期的な地域環境のあり方や、事業に際して環境配慮の基本方針等をまと
めた田園環境整備マスタープランを策定します。

（4）大分県農業農村整備環境情報協議会
　農業農村整備事業実施地区を対象として、事業の計画・変更計画策定に際し、環境との調和
に配慮した整備方針等に関する協議・意見交換、情報収集を行います。
　また、必要に応じて事業の実施中、完了後においても、情報収集や意見交換を行います。
　協議会は各振興局ごとに設置しており、野生動植物種（鳥類・水生生物・昆虫類・植物）、環
境・景観、農業の関係者から構成されています。

2 生物多様性の保全に配慮した整備の推進

生態系保全池

環境情報協議会開催状況

生態系保全型水路
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　大分県では、公共事業の効率的な執行や透明性の一層の向上を目指して、県が事業主体とな
る公共事業について平成10年度から再評価、平成16年度から事前評価、さらには平成19年度
から事後評価をそれぞれ実施しています。
　対象事業は、災害復旧事業及び維持管理事業を除く公共事業で、事前評価は新たに着手しよ
うとする事業、再評価は事業採択後一定期間が経過した後も未着工の事業や事業採択後長期間
が経過している事業、事後評価は事業完了後一定期間が経過した事業等です。
　さらに、客観性を高めるため、事前評価については総事業費10億円以上、事後評価について
は総事業費20億円以上の事業を、再評価についてはすべての対象事業を、学識経験者等で構成
する第三者機関の「大分県事業評価監視委員会」にその対応方針案を諮り、同委員会の答申を
尊重して県が今後の対応方針等を決定しています。

3 公共事業評価による事業評価と県民への説明責任
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4 広報活動

小学生による農業水利施設の見学会 第1回水土里資源を巡る親子バスツアー


